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令和７年度岐阜県立看護大学大学院科目等履修生募集要項 
 

１ 趣旨 

  岐阜県立看護大学大学院では、看護師等の社会人に対する生涯学習の一環として、専門的かつ高

度の知識を身に付ける機会を提供するため、令和７年度に開講する授業科目のうち、一般学生の履

修に支障のない範囲で、特定の科目について履修を希望する者(科目等履修生)を、若干名募集しま

す。 

募集時期は、前期（４月入学）と後期（１０月入学）の年２回です。ただし、科目によって出願

できる時期が異なります。 

  科目等履修生は、履修を認められた科目を履修し、所定の時間数以上授業に出席し、試験等に合

格した場合には、本学の正規の単位を取得することができます。 

 

２ 受講資格 

  次の①から⑨のいずれかに該当し、かつ保健師、助産師、看護師又は養護教諭として２年以上

（ただし、⑦から⑨にあっては４年以上）の実務経験を有する者とします。 

①  学校教育法第８３条に規定する大学を卒業した者又は令和７年３月までに卒業見込みの者 

  ②  学校教育法第１０４条第７項の規程により学士の学位を授与された者又は令和７年３月まで

に授与される見込みの者 

③  外国において学校教育における１６年の課程を修了した者又は令和７年３月までに修了見込

みの者 

④ 外国の学校が行う通信教育における授業科目をわが国において履修することにより当該外国

の学校教育における１６年の課程を修了した者又は令和７年３月までに修了見込みの者 

  ⑤ 専修学校の専門課程（修業年限が四年以上であることその他文部科学大臣が定める基準を満

たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了

した者 

  ⑥ 文部科学大臣の指定した者（昭和２８年文部省告示第５号） 

    例）教育職員免許法による養護教諭の専修免許状又は一種免許状を有する者で２２歳に達した者等 

⑦ 大学に３年以上在学し、または外国において学校教育における１５年の課程を修了し、本大

学院において所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認められた者 

    ⑧ 看護系又は養護教諭養成の短期大学(専攻科を含む)、専修学校、各種学校等を卒業・修了し、

本大学院において、個別の資格審査により大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めら

れた者で、入学時において 22 歳に達している者 

⑨ その他本大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者 

※上記⑧により受講しようとする者については、受講申請手続前に個別の資格審査が必

要です。この審査は、書類により行います（詳細は、「６「受講資格⑧」に基づき受講

する者への資格審査」（２頁）を参照してください）。 

 

３ 履修期間 

    原則として、前期入学の場合は１年又は６か月、後期入学の場合は６か月です。ただし、特別

の理由がある場合は、１年を限度として、履修期間を延長することができます。 
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４ 履修可能科目・単位数  

   履修可能科目は、別表１（７頁）のとおりです。なお、申請にあたり、履修を希望する科目の確

定した開講日程等については、事前に「７（３）申請先」に問い合わせてください。 

  履修できる単位数は、年間８単位以内です（在学期間を延長した場合も含みます）。 

 

５ 出願時期 

出願時期は、前期出願（４月入学）と後期出願（１０月入学）の年２回です。各時期に出願でき

る開講科目は次のとおりです。授業科目ごとの開講時期は別表１（７頁）を参照してください。 

前期出願の場合 

前期セメスター開講科目 

後期セメスター開講科目 

通年開講科目 

後期出願の場合 後期セメスター開講科目 

後期セメスター開講科目の履修を希望する場合は、前期と後期のどちらでも出願できます。ただ

し、前期の出願状況によっては後期の出願を受け付けないことがありますので、なるべく前期に出

願してください。大学ホームページでお知らせしますが、後期の出願時には、申請先にご確認くだ

さい。 

 

６ 「受講資格⑧」に基づき受講する者への資格審査 

  「２ 受講資格⑧」（１頁）に基づき受講を申請する者は、事前に以下の資格審査による認定を

受ける必要があります。ただし、令和４年度（後期出願の場合は令和５年度）以降に実施した本研

究科の入学試験にあたり事前の出願資格審査により出願を認められた者及び大学院科目等履修生と

して資格審査により出願を認められた者については、この審査手続きは不要です。 

（１）審査申請期間 

  ・前期出願の場合：令和７年１月３０日（木）～ ２月 ５日（水） 午後５時必着 

  ・後期出願の場合：令和７年７月３１日（木）～ ８月 ６日（水） 午後５時必着 

 （２）申請書類 

  ① 資格審査申請書【本学所定の様式】 

  ② 卒業（修了）証明書又は卒業（修了）見込証明書 

  ③ 履歴書【本学所定の様式】 

  ④ 保健師、看護師、助産師又は養護教諭の資格のうち、取得している全ての免許状（証）の写

しを A４サイズに縮小したもの 

  ⑤ 婚姻等により、申請書等の氏名と各種証明書の氏名とが異なる場合には、申出書を提出して

ください。【本学所定の様式】 

（３）申請方法 

  申請書類を一括して所定の資格審査申請用封筒に入れ、原則として｢簡易書留速達｣により郵送して

ください。 

（４）申請先 

  〒５０１－６２９５ 

  岐阜県羽島市江吉良町３０４７－１ 

  岐阜県立看護大学 学務課 大学院担当 

  電話番号 （０５８）３９７－２３００ 
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（５）審査方法 

  審査は、書類により行います。 

（６）結果通知 

  令和７年２月７日（金）から（後期出願の場合、令和７年８月８日（金）から）郵送にて本人あ

て通知します。なお、令和７年２月１４日（金）までに（後期出願の場合、令和７年８月１５日

（金）までに）届かない場合は、上記（４）の申請先まで問い合わせてください。 

  認定された者は、所定の期間内に下記「７ 受講申請手続」により手続きをしてください。 

 

７ 受講申請手続 

（１）審査申請期間 

  ・前期出願の場合：令和７年２月１７日（月）～２月２５日（火） 午後５時必着 

  ・後期出願の場合：令和７年８月１８日（月）～８月２６日（火） 午後５時必着 

（２）申請方法 

  申請書類を一括して所定の出願用封筒に入れ、原則として「簡易書留速達」により郵送して下さい。 

（３）申請先 

〒５０１－６２９５ 

  岐阜県羽島市江吉良町３０４７－１ 

  岐阜県立看護大学 学務課 大学院担当 

  電話番号 （０５８）３９７－２３００ 

（４）出願書類 

  ① 大学院科目等履修生受講申請書【本学所定の様式】 

  ② 大学院科目等履修志望理由書【本学所定の様式】 

③ 履歴書【本学所定の様式】 

  ④ 卒業（修了）証明書又は卒業（修了）見込証明書 

＊受講資格に該当する免許に係る出身大学（出身学校）所定のものを提出してください。 

 なお、出身大学が受講資格に該当する免許に係る学校と異なる場合には、出身大学所定のもの

も併せて提出してください。 

  ⑤ 保健師、看護師、助産師又は養護教諭の資格のうち、取得している全ての免許状（証）の写

しを A４サイズに縮小したもの 

  ⑥ 婚姻等により、申請書等の氏名と各種証明書の氏名とが異なる場合には、申出書を提出して

ください。【本学所定の様式】 

   次のいずれかに該当する場合には、上記④から⑥までの書類を省略することができます。 

   ア 前期に引き続き申請する場合（上記③の書類も省略可） 

   イ 前年度に引き続き申請する場合（ただし、最初に申請した年度を含めて３年間まで） 

   ウ ２頁「６「受講資格⑧」に基づき受講する者への資格審査」を受けた場合 

エ 令和４年度以降（後期出願の場合は令和５年度）に実施した本研究科の入学試験にあたり

事前の出願資格審査により出願を認められた者及び大学院科目等履修生として資格審査によ

り出願を認められた者 

（５）手続き上の注意事項 

  ① 入学検定料の納付について 

   ア 入学検定料９,８００円を本要項に同封の振込依頼書により金融機関（ゆうちょ銀行を除

く）の窓口にて、もしくはＡＴＭ、ネットバンキング等により下記の「検定料受入口座」へ
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振り込んでください。いずれの場合にも、振込手数料をご負担ください。 

   イ ＡＴＭ・ネットバンキング等により振り込む場合には、振込確認のために必要ですので、

ご依頼人名を「カモク○○○○」（○○○○は出願者の氏名）としてください。 

ウ 振込後、振込金受付書・受取書又は振込みが確認できる書類のコピーを受講申請書の裏

面に貼ってください。原本は、振込みを証明するものですから、大切に保管してください。 

エ 大学窓口での現金等による納付はできません。 

■「検定料受入口座」 

 

 

 

 

 

   

② 必要な書類がすべて揃っていない場合には受理できませんので、出願の際には、十分確認し

てください。 

  ③ 申請書類の受理後は、申請書類の変更は認めません。ただし、住所、氏名、電話番号に変更

があった場合には、申請先に連絡してください。 

  ④ 一度受理された申請書類及び一度納付された入学検定料は､理由の如何を問わず返却しません。 

※ 前期の科目のみを履修予定であった科目等履修生が後期の科目を履修する場合には、再度出

願のうえ受入審査を受けることになるため検定料の納付が必要です。 

 

８ 審査結果の通知 

下記９（１）の入学手続期間前に届くように、審査結果を通知します。 

  電話等による問い合わせには一切応じません。 

 

９ 入学手続 

（１）入学手続期間 

・前期出願の場合：令和７年３月１７日（月）～２１日（金） 午後５時必着 

・後期出願の場合：令和７年９月１６日（火）～１９日（金） 午後５時必着 

（２）入学手続方法 

   下記（４）の入学手続に必要な書類を｢簡易書留速達｣または｢直接持参｣により提出してくだ

さい。直接持参する場合の受付時間は、平日（祝日を除く）の午前９時から午後５時までです。 

（３）入学手続先 

〒５０１－６２９５ 

  岐阜県羽島市江吉良町３０４７－１ 

  岐阜県立看護大学 学務課 大学院担当 

  電話番号 （０５８）３９７－２３００ 

（４）入学手続に必要な書類 

  ① 写真（縦３.０㎝×横２.５㎝、正面、上半身、無帽、無背景で最近３か月以内に撮影された

もの。裏面には氏名を記入してください） ２枚 

  ② 入学金の振込金受付書・受取書又は振込みが確認できる書類の写し １部 

 

銀行支店 十六銀行 羽島支店 

預金種類 普通預金 

口座番号 １５１７０８５ 

口座名義 公立大学法人 岐阜県立看護大学 検定料受入口座 

     ｺｳﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝ ｷﾞﾌｹﾝﾘﾂｶﾝｺﾞﾀﾞｲｶﾞｸ ｹﾝﾃｲﾘｮｳｳｹｲﾚｺｳｻﾞ 
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（５）入学手続き上の注意事項 

  ① 入学金の納付について 

   ア 次の入学金を所定の振込依頼書（審査結果通知と一緒に送付します）により金融機関（ゆ

うちょ銀行を除く）の窓口にて、もしくはＡＴＭ、ネットバンキング等により下記の「入学

金受入口座」へ振り込んでください。いずれの場合にも、振込手数料をご負担ください。 

 

区     分  入  学  金 内容 

岐阜県内の者 ２２,６００ 円  次のいずれかに該当する場合に限る 

(a)本人が、令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日ま

での１年間（後期入学者にあっては令和 6 年 10 月 1 日

から令和 7 年 9 月 30 日まで）、岐阜県内の市町村に住

民登録されている者 

(b)本人が、令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日ま

での１年間（後期入学者にあっては令和 6 年 10 月 1 日

から令和 7 年 9 月 30 日まで）、岐阜県内に勤務する者 

 その他 ３３,８００ 円  上記以外の者 

注）上記(a)に該当する場合は住民票を、(ｂ)に該当する場合は在職証明書等（任意様式）を、 

令和７年４月２５日（金）（後期入学者は令和７年１０月２４日（金））までに、学務課（大学

院担当）まで提出してください。なお、前期入学者については４月１日以降、後期入学者に

ついては１０月１日以降に発行されたものに限ります。 

 

   イ ＡＴＭ・ネットバンキング等により振り込む場合には、振込確認のために必要ですので、

ご依頼人名を「カモク○○○○」（○○○○は入学者の氏名）としてください。 

ウ 振込金受付書・受取書又は振込みが確認できる書類の原本は、振込みを証明するもので

すから、大切に保管してください。 

エ 大学窓口での現金等による納付はできません。 

■「入学金受入口座」 

 

 

 

 

 

 

  ② 入学手続期間内に手続を完了しなかった者については、入学を辞退したものとして取り扱い

ます。 

  ③ 必要な書類がすべて揃っていない場合には受理できませんので、提出の際には、十分確認し

てください。 

  ④ 一度受理された入学手続書類及び一度振り込まれた入学金は、理由の如何を問わず返却しま

せん。 

※ 前期のみの科目を履修予定であった科目等履修生が後期の科目を履修する場合、再度入学金

を納付する必要はありません。 

 

銀行支店 十六銀行 羽島支店 

預金種類 普通預金 

口座番号 １５１７０９３ 

口座名義 公立大学法人 岐阜県立看護大学 入学金受入口座 

     ｺｳﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝ ｷﾞﾌｹﾝﾘﾂｶﾝｺﾞﾀﾞｲｶﾞｸ ﾆｭｳｶﾞｸｷﾝｳｹｲﾚｺｳｻﾞ 
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１０ 入学後の費用 

（１）授業料 

   １単位あたり１４,８００円（令和６年度の額） 

   （履修登録完了後、授業料の納付書をお送りしますので、前期においては５月２７日までに、

後期においては１０月２７日までに納付してください。ただし、上記の納付期限が金融機関

の休日に当たるときは、当該休日の翌営業日（金融機関の休日でない日をいう。）を納付期

限とします。大学窓口での現金等による納付はできません。 

※ 在学中に、授業料の額が改定された場合、改定後の授業料が適用されます（スライド制）。 

 （２）その他 

   ① 履修に要する経費は、科目等履修生の負担となります。 

   ② 前期入学後、後期に履修科目の追加を申請する場合には、再度、３頁「７（５）手続き上

の注意事項①」の入学検定料及び追加科目に係る授業料を徴収します。 

 

１１ その他 

  科目等履修生として取得した単位は、本学大学院看護学研究科に入学後、既修得単位として認定

の申請ができます。認定は、入学時点の教育課程に基づいて行われます。 
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別表１ 

令和７年度 履修可能科目 

■ 基本科目 

授 業 科 目 名 単位数 開講時期 募集人員 出願時期 

医療・介護をめぐる倫理と人権 １ 前期ｾﾒｽﾀｰ 若干名 前 期 

地方自治体の仕事と行財政 １ 前期ｾﾒｽﾀｰ 若干名 前 期 

コミュニティ経営学入門 １ 前期ｾﾒｽﾀｰ 若干名 前 期 

 地域生活特性論 １ 後期ｾﾒｽﾀｰ 若干名 前期又は後期 

地域生活福祉論 １ 前期ｾﾒｽﾀｰ 若干名 前 期 

 教育学特殊研究 １ 通 年 若干名 前 期 

 

■ 看護学共通科目 

授 業 科 目 名 単位数 開講時期 募集人員 出願時期 

 看護管理論 ２ 前期ｾﾒｽﾀｰ 若干名 前 期 

 看護理論 ２ 後期ｾﾒｽﾀｰ 若干名 前期又は後期 

 看護倫理 ※１ ２ 前期ｾﾒｽﾀｰ 若干名 前 期 

 看護政策論 ２ 前期ｾﾒｽﾀｰ 若干名 前 期 

臨床薬理 ※２ ２ 前期ｾﾒｽﾀｰ 若干名 前 期 

看護ヘルスアセスメント ※２ ２ 後期ｾﾒｽﾀｰ 若干名 前期又は後期 

病態生理学 ※２ ２ 後期ｾﾒｽﾀｰ 若干名 前期又は後期 

※１の科目は基本科目「医療・介護をめぐる倫理と人権」を前年度までに受講し、単位修得済みの方

のみ受講申請が可能です。 

※２の科目を履修した場合、専門看護師コースに入学された方のみ必修単位として認定申請が可能です。 

注１）授業の開講時期は次のとおりです。 

前期セメスター ４月～９月 

後期セメスター １０月～翌年３月 

通   年 ４月～翌年３月 

授業は原則として上記の期間の中でそれぞれ開講されます。時間割は前期セメスター開講科目

の場合、令和７年２月末に、また、後期セメスター開講科目の場合、令和７年８月末までに決定

されます。時間割に関するお問い合わせは、学務研究部学務課大学院担当までメールでお願いし

ます。なお時間割決定後、授業科目によっては時間割が一部変更になる場合がありますので、あ

らかじめご了承願います。 

 

 

－ 7 －



  ＜時間割の問い合わせ先＞ 

〒５０１－６２９５ 

    岐阜県羽島市江吉良町３０４７－１ 

    岐阜県立看護大学 学務課 大学院担当 

    電話番号 （０５８）３９７－２３００ 

     メール gakumu@gifu-cn.ac.jp 

 

 

注２）本学の授業時間は次のとおりです。 

時 限 授 業 時 間 

１時限   ９：００～１０：３０ 

２時限 １０：４０～１２：１０ 

３時限 １３：００～１４：３０ 

４時限 １４：４０～１６：１０ 

５時限 １６：２０～１７：５０ 

６時限 １８：００～１９：３０ 
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別表２ 

授業科目の概要 

 

 医療・介護をめぐる倫理と人権 

 医療が高度に発達し、高齢社会となり、患者や家族の価値観も多様化する中、医療現場で

直面する倫理上、人権上の問題は、より複雑化している。講義では、難治性疾患の患者や家

族への説明、宗教上の理由による輸血拒否、人生の最終段階の医療や介護、臨床現場でのイ

ンフォームドコンセントを巡る問題、医療事故と医療安全などの具体的なケースを設定し、

それぞれにおける倫理上、人権上の問題点について、検討し、ディスカッションするなどし

て、考察を深める。これらを通じて、現在の医療における倫理、人権上の問題の現状と課題

を認識し、医療現場で対応できる能力を培う。 

 

 

 

地方自治体の仕事と行財政 

 地方行財政の仕組みと役割について、市長としての立場から現状と課題、具体的な施策例

を教授し、看護職の実践活動の指導者層として踏まえておくべき基本的知識を習得し、保健

・医療・福祉・介護等の諸サービスを広い視野で考察することができるようにする。 

 特に、人口減少など地方自治体を取り巻く環境変化について原因や課題を知るとともに、

地域包括ケアや健康づくり、障がい児者支援など、医療に近い領域の施策や、防災・環境な

ど暮らしに身近な地方自治体の仕事について理解を深める。 

 

 

 

コミュニティ経営学入門 

ケアサービスの事業化や利用者中心のケアサービスをマネジメントしていく能力を培うた

めに、人々の地域生活を基盤に据えながら、事業組織のマネジメント、事業価値の創造を取

り上げていく。具体的には、現在展開されている地域医療・地域介護の現状に対する討議を

交えながら研究を進め、ケアサービスに関する社会的起業やコミュニティ・ビジネス等の論

点から、地域コミュニティにおける価値あるケアサービスの事業実施や組織化に関する能力

を養成する。 
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 地域生活特性論 

地域生活はある一定の地域における生活財の生産と消費、あるいは供給と需要をめぐる社

会連関であり、そこには生活の場として地域社会を再編しようという意図がある。高度経済

成長期以降の地域社会の変動はきわめて激しく、地域社会が解体し、人は地域社会に依存せ

ずとも十分に生活できるようになった。生活単位としての地域社会は、今までのような力を

持たなくなり、そのような現状を変えようというのがコミュニティ政策であり、まちづく

り、むらづくりである。さらに人口減少社会を迎えたわが国において人口高齢化の産物とも

言える「多死社会」を今後迎えたときに地域の在り方は大きく変貌することが予想される。

 本科目では地域社会や地域生活の特性を捉えることを通して、地域の健康問題を俯瞰する

視点を身につけることを目標とする。授業内容は、次の 4 つで構成する。 

まず「地域社会と生活の変遷」で戦後の日本の都市部と農村部の変遷について俯瞰し、人

びとの暮らしの変化を振り返る。次に「ソーシャルキャピタルからみたコミュニティ」でソ

ーシャルキャピタルとは何かという問いを考えながら、人と人を結びつけるコミュニティを

特徴付ける地域特性について考える。さらに「コミュニティと健康」で地域構造との関連か

ら地域差を読み解きながらコミュニティにおいて人と人、人ともの、人と社会、人と自然な

どの関わりにおいて具現化されるホスピタリティと健康の関連について考える。最後に「地

域の活性化とエンパワーメント」で地域生活におけるインフォーマルなネットワークが持つ

エンパワーメントについて理解を深める。 

 

 ※これは令和 6 年度の内容で、令和 7 年度は講師交代のため内容が変わります。 

  最新の内容はホームページに掲載されている募集要項をご覧ください。 

 

 

 

 地域生活福祉論 

看護職が従来の保健・医療システムの枠組みをこえた利用者主体のケアサービスを追究す

る基盤を充実させるための内容について考察を深める。私たちの現代生活では、病気、障

害、介護、失業などの生活上のリスクを伴う可能性がある。従って、個々人が安心して生き

ていけることを当然と考え、社会的な政策として生活を保障し、そのための援助をすること

が必要となる。そこで本科目では、①個々人がきちんと生きていけることとは、②当然のこ

ととは、③社会的生活保障の仕組みとは、という三つのことを考えることを授業の内容とす

る。具体的には、きちんと生きていくための生活水準、生活上のリスクである生活問題、日

本の家族の特徴と機能、社会保障体系とその必要性について検討し、利用者主体のケアサー

ビスについて討議を行う。講義、演習、討議を行い、双方向の授業を行います。 
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教育学特殊研究 

目的 

学齢期にある子どもたちは、発達段階や環境によって様々な健康課題・問題行動が起こり

やすい。また、子どもたちの健康課題・問題行動の背景にある課題は多様化・複層化の様相

を呈している。したがってその解決に向けて、学校のみならず保健・医療・福祉などの関係

者がそれぞれの立場で協働して取り組む必要がある。 

本科目では、児童・生徒の健康課題・問題行動等の教育上の課題を的確に把握し、関係者

や関係機関と協働し取り組むために必要な複眼的見方を養い、対応方法を検討することを目

的とする。 

目標 

１．児童・生徒等の健康課題・問題行動の実態や背景要因を、全体と部分を捉える視点に

より個人が所属する集団や社会との関係に着目し教育上の課題への複眼的見方を身につ

ける。 

２．児童・生徒等の健康課題・問題行動への個別・具体的な取り組みの実際から、学校・

家庭・地域関係機関を含めた複眼的な対応方法を考える。 

 

 

 

看護管理論 

看護管理は、看護ケアに責任を持つすべての看護専門職に必要であり、その中心的概念

は、患者に提供する看護ケアのマネジメントと、患者に提供するケアを組織的にマネジメン

トする看護サービスのマネジメントである。本科目では、保健医療福祉サービスを提供する

組織・チームのあり方、サービスに携わる専門職との連携・チームケアの展開方法、自己・

スタッフ・組織の人材育成のあり方、看護ケアの質向上と安全な医療環境づくり等をもと

に、看護専門職に必要な看護マネジメントおよびマネジメント能力について学ぶ。授業にお

いては、自己の経験を振り返り、看護実践の改善・改革を推進するためのマネジメントの課

題とその取り組みについて、プレゼンテーションおよび討議を行う。それにより、自己のマ

ネジメントの課題に対する考察を深めるとともに、討議内容の充実に貢献することが求めら

れる。 

 

 

 

看護理論 

高度の専門性をもつ看護師として看護を実践するときの基盤となる看護に関する諸理論に

ついて、看護学における理論的発展の歴史的変遷、諸理論の特徴、および諸理論と看護現象

との関係について理解を深める。看護に関する諸理論を用いて、看護現象を説明することが

でき、かつ卓越した看護実践を導く方法について広く深い視野をもって学ぶ。 
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看護倫理 

保健・医療・福祉・介護施設、家庭、その他の人間生活の営みが行われるあらゆる場にお

ける看護で遭遇する倫理的な問題・葛藤について考え、関係者間の倫理的調整が行える能力

を養う。また、看護実践・教育・研究における倫理的判断のよりどころを学び、その意思決

定過程を学び、適切な倫理判断ができる実践能力を養う。講義内容としては、まず生命倫理

の歴史的発展や医療における倫理的原則等を学び、看護における倫理的行動規範である倫理

綱領について理解する。そして看護実践における倫理的課題に対応するために、臨床の多様

な領域の具体的な事例を取り上げて倫理調整の方法を検討し、看護職の倫理調整の必要性や

組織としての取り組みの必要性を理解する。討議を通して倫理的課題に対する看護職の役割

と責務についての理解を深める。 

 

 

看護政策論 

看護学のどの領域においても指導層に必要な基礎的知識として本科目を位置づけ、特に看

護政策の諸問題に焦点を当てて教授する。わが国の看護職における人材確保に関連した看護

政策について、その基本的な考え方を学び、看護職の質的・量的充実に向けて、どのような

政策と行政がなされてきたかを確認する。これにより、看護の改善・向上のための政策立案

にかかわる知識と方法を学ぶ。 

自治体における看護行政と政策に関する現状から課題を確認し、政策立案方法を検討す

る。さらに、看護学の高等教育化にかかわる政策的課題や看護学教育行政について学び、人

材育成の政策にかかわる看護職のあり方を検討する。これによって、看護の指導層に相応し

い視野を培う。 

 

 

 

臨床薬理 

看護師が管理する頻度の高い薬物を中心に、患者の治療薬使用の判断の根拠と用い方を理

解する。講義は臨床薬物学総論と臨床薬物学各論で構成する。総論では薬物の作用機序とそ

の影響、薬物の生体内動態など基本的な薬理学の知識を学ぶ。各論では日常よく使用される

薬物の薬効、適用、用法とその根拠、薬物動態などや、薬物療法の実際について学ぶ。全て

の講義を通して、薬物使用後の患者モニタリング、生活調整、回復力の促進および服薬管理

能力の向上など専門領域における高度看護実践能力を身につける。 
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看護ヘルスアセスメント 

 複雑な健康問題をもつ対象者に対して、高度な看護ヘルスアセスメントが実践できるよう

に、系統的かつ総合的なアセスメント過程・方法を学び、臨床看護判断を行う知識と技術を

深める。講義内容としては、呼吸器・循環系機能のアセスメント、神経・運動系機能のアセ

スメント、消化器系機能のアセスメント、代謝・内分泌系機能のアセスメントについて学

び、適宜シミュレーターを使用した演習を取り入れる。また、各自専門領域において複雑な

健康問題をもつ事例についてまとめ、看護ヘルスアセスメントを活用したアセスメントと対

象事例の状態にあった援助方法について検討する。 

 

 

 

病態生理学 

からだの中に生じている病変、症状、疾患の成り立ちや回復のつながりを根拠として、臨

床上の看護実践に応用・展開できる知識・技術を身につける。また、対象の全身にわたる病

態生理学的変化を的確なエビデンスに基づき解釈し、確実な臨床看護判断を行い、回復を支

援する看護実践を組み立てる能力を高める。講義内容は、呼吸器系疾患、循環器系疾患、脳

神経系疾患、筋骨格系疾患、免疫疾患とアレルギー、内分泌・代謝性疾患、腫瘍とがん、に

ついての病態生理を学ぶ。各自専門領域における特徴的な病態を示す事例をまとめ、臨床看

護判断を基に、回復を支援する看護実践を検討する。 
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令和７年度 岐阜県立看護大学大学院 科目等履修生受講申請書 

 

フリガナ  性別 

生年月日 
   年   月   日生 

      （満     歳） 氏  名  
男 

女 

現住所 

〒     － 

        都 道          市 区          町 村 

        府 県          郡            区 

                    ハイツ・アパート 

                    マンション・団地        号室 

電話番号       －      －       自宅・携帯・呼出・その他（            ） 

E-mail  

最終出身 

学  校 

学校名 
資格 

種別 

保健師（登録番号 第            号） 

助産師（登録番号 第            号） 

看護師（登録番号 第            号） 

養護教諭    種（免許状番号 第     号） 

年   月 卒業・卒業見込 

       修了・修了見込 

勤務先 

名称  

住所 

〒     － 

        都 道          市 区          町 村 

        府 県          郡            区 

 

 

在職期間 年      ヶ月 

履   修   希   望   科   目 

 科  目  名 開 講 時 期 単位数 

１ 
 

 
前期セメスター・後期セメスター・通年  

２ 
 

 
前期セメスター・後期セメスター・通年  

３ 
 

 
前期セメスター・後期セメスター・通年  

４ 
 

 
前期セメスター・後期セメスター・通年  

５ 
 

 
前期セメスター・後期セメスター・通年  

合計単位数（8単位まで）  

注１ 「性別」欄については、いずれかに○印をつけてください。 

注２ 「最終出身学校」欄の「卒業・卒業見込・修了・修了見込」については、該当するものに○印をつけてください。 

注３ 「資格種別」欄については、該当するものに○印をつけ、必要事項を記入してください。 

注４ 「履修希望科目」欄の記入にあたっては、募集要項中の別表１「令和７年度 履修可能科目」を参照し、科目名と単

位数を正確に記入してください。また、「開講時期」欄の「前期セメスター・後期セメスター・通年」については、該

当するものに○印をつけてください。なお、時間割の変更等により、希望する科目を受講できなくなることがあり得ま

すが、あらかじめ御了承願います。 

注５ 裏面に入学検定料の「振込金受付書・受取書」のコピーを貼付してください。 

注６ 年月日は和暦で記入してください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入学検定料の振込金受付書・受取書のコピー貼付欄 

 

 

 

※はがれないように、全面のり付けしてください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

大 学 院 科 目 等 履 修 志 望 理 由 書 

 

フリガナ  

氏  名 
 

 

履修希望科目名 

履修志望理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 履修希望科目ごとに履修志望理由を記入してください。 

注２ 履修希望科目が2科目以上の場合は本用紙を複写して使用してください。 

 





 

履     歴     書 

 

フリガナ  

生年月日     年    月    日生 
氏 名 

 

学          歴 

   年    月  

   年    月  

年    月  

年    月  

年    月  

年    月  

年    月  

職   歴（職名・職務の概要） 

   年    月  

   年    月  

   年    月  

      年    月  

   年    月  

   年    月  

年    月  

資         格 

年    月  

年    月  

年    月  

   年    月  

   年    月  

そ  の  他（賞罰等） 

   年    月  

年    月  

   年    月  

 

上記のとおり相違ありません。 

     

    令和   年   月   日   

 

                      本人氏名                      印 

                                        （大学院科目等履修生用） 

注１ 「学歴」欄には、義務教育終了後の学歴から記入してください。 

注２ 「職歴」欄には、入職、異動、退職年月を明記するとともに、職名や職務の内容を簡潔に記入してください。 

注３ 「その他」欄には、賞罰等の参考事項を記入してください。 

注４  年月日は和暦で記入してください。 





 

 

資 格 審 査 申 請 書 

 

 

 

フリガナ  性別 

生年月日 
  年  月  日生 

     （満    歳） 氏  名  
男 

女 

現住所 

〒     － 

        都 道          市 区          町 村 

        府 県          郡            区 

                    ハイツ・アパート 

                    マンション             号室 

                    団地 

電話番号       －      －    自宅・携帯・呼出・その他（        ） 

免許・ 

資格等 

 

 

 

 

 

 

注 年月日は和暦で記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

申   出   書 

 

 

 私は、受講申請書の姓名と卒業（修了）証明書等の姓名が、下記に

より異なる旨を申し出ます。 

 

（理 由） 

 

 

 

 

 

（理由の発生した日） 

          年    月    日 

 

  上記のとおり、相違ありません。 

 

   令和  年  月  日 

  

         署 名                 印 

 

 

注 年月日は和暦で記入してください。 





（
兼
手
数
料
受
取
書
）

年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

金
　
額

先
方
銀
行

お 受 取 人

預
金

種
目

口
座
番
号

お
な
ま
え

ご
依
頼
人

〔
備
考
〕

様 様

様様

手 数 料

千
円

千
百
万

円

千
百
万

円

上
記
の
金
額
正
に
受
取
ま
し
た
。

（
取
扱
店
名
） 十
六
銀
行 店

（
取
扱
店
→
依
頼
人
）

（
取
扱
店
保
管
）

科
目

振
　
込
　
依
　
頼
　
書

十
六
銀
行

ご 依 頼 日

預 金 種 目

口 座 番 号

先 方 銀 行 お 　 受 　 取 　 人 ご 　 依 　 頼 　 人

電
　
信
　
扱

金
　
 額

手
数
料

内 　 　 　 　  訳 手 数 料 出 納 印 ま た は 振 替 印

現
　
　
　
金 券 券

手
数
料
お
振
込
人
払
い

お
と
こ
ろ

お
と
こ
ろ

お
な
ま
え

お
な
ま
え

フ
リ
ガ
ナ

フ
リ
ガ
ナ

電
話〈
　
　
　
　
　
〉　
　
　
　
－

電
話〈
　
　
　
　
　
〉　
　
　
　
－

検
 閲

実
 施

受
 付

振
込
金
受
取
書

収
入
印
紙

20
0
円

振
込
金
＋
手
数
料

５
万
円
以
上

課
　
税

（　
　　

）

各 票 の 太 線 の な か だ け ボ ー ル ペ ン で ご 記 入 く だ さ い 。

本 票 に 記 載 相 違 等 の 不 備 が あ り ま す と 照 会 等 の た め お 払 込 が 遅 延

す る こ と が あ り ま す の で 正 確 に ご 記 入 く だ さ い 。

株 式 会 社 十 六 銀 行
※
1
0
万
円
を
超
え
る
現
金
振
込
に
は
、
本
人
確
認
資
料
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

￥
９
８
0
0

￥
9
8
0
0

羽
島
支
店

1
5
1
7
0
8
5

15
17
08
5

公
立
大
学
法
人
 岐
阜
県
立
看
護
大
学

検
定
料
受
入
口
座
  

公
立
大
学
法
人
　
岐
阜
県
立
看
護
大
学

検
定
料
受
入
口
座

羽
島
支
店

岐
阜
県
羽
島
市
江
吉
良
町
30
47
－
1

コ
ウ
リ
ツ
ダ
イ
ガ
ク
ホ
ウ
ジ
ン
　
ギ
フ
ケ
ン
リ
ツ
カ
ン
ゴ
ダ
イ
ガ
ク

05
8 
   
 3
97
   
   
23
00

十
六
銀
行

普
通

普
通

（
店
番
４
６
１
）
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